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第１２章 そ の 他 

 

Ⅰ 許可申請手数料 

 

１ 開発許可申請手数料（令和６年４月１日現在） 

（１）開発行為許可申請手数料（法第２９条第１項関連）           （1 件につき） 

開 発 区 域 の 面 積  自己居住用 自己業務用 非自己用 

０．１ha 未満 ８，６００円 １３，０００円 ８６，０００円 

０．１ha 以上 ０．３ha 未満 ２２，０００円 ３０，０００円 １３０，０００円 

０．３ha 以上 ０．６ha 未満 ４３，０００円 ６５，０００円 １９０，０００円 

０．６ha 以上 １．０ha 未満 ８６，０００円 １２０，０００円 ２６０，０００円 

１．０ha 以上 ３．０ha 未満 １３０，０００円 ２００，０００円 ３９０，０００円 

３．０ha 以上 ６．０ha 未満 １７０，０００円 ２７０，０００円 ５１０，０００円 

６．０ha 以上１０．０ha 未満 ２２０，０００円 ３４０，０００円 ６６０，０００円 

１０．０ha 以上 ３００，０００円 ４８０，０００円 ８７０，０００円 

 

（２）開発行為の変更許可申請手数料（法第３５条の２第１項関連） 

 ア、イ、ウの合計額（限度額８７０，０００円）       （1 件につき） 

ア．開発区域内の変更設計（イのみに該当する場合を除く） 

 （１）公共施設に変更のない場合 

①区域変更なし･･････････区域面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

   ②区域編入･･････････････変更前の面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

  ③区域縮小･･････････････縮小後の面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

 （２）公共施設に変更のある場合(３２条変更を伴うもの) 

①区域変更なし･･････････区域面積に応じ、前項の金額の１０分の３．５ 

   ②区域編入･･････････････変更前の面積に応じ、前項の金額の１０分の３．５ 

  ③区域縮小･･････････････縮小後の面積に応じ、前項の金額の１０分の３．５ 

イ．開発区域の編入     編入面積に応じ、前項に規定する額 

ウ．その他の変更         １０，０００円 

   変更の取扱い注意事項 

「その他」の変更について 

    (ｱ) 予定建築物等の用途の変更 

    (ｲ) 工事施行者の変更 

    (ｳ) 工区の変更 

   （注）軽微な変更に該当する届出に係るものは除く。 
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 （変更許可申請手数料計算例） 

   例１ 開発区域の面積がＡha で開発許可を受けた後、単に設計変更する場合 

     〈 Ａha に対する規定額×１／１０又は３．５／１０ 〉 

 

   例２ 開発区域の面積がＡha で開発許可を受けた後、Ｂha の面積の縮少に伴い設計変更を

する場合 

     〈 （Ａ－Ｂ）ha に対する規定額×１／１０又は３．５／１０ 〉 

 

   例３ 開発区域の面積がＡha で開発許可を受けた後、設計変更の理由が新たな土地の編入に

起因していて、Ｂha の面積が増加した場合 

     〈 Ｂha に対する規定額 〉 

 

   例４ 開発区域の面積がＡha で開発許可を受けた後、設計変更を伴いＢha の面積が増加し

た場合 

     〈 （Ａha に対する規定額×１／１０又は３．５／１０）＋（Ｂha に対する規定額） 〉 

 

   例５ 例１及び例２の場合で「その他」の変更が伴う場合 

     〈 （例１及び例２の手数料）＋１０，０００円 〉 

 

   例６ 例３及び例４の場合で「その他」の変更が伴う場合 

     〈 例３及び例４の手数料と同じ 〉 

      （注）増加面積に対する規定額に含まれている。 

 

   例７ 開発区域の面積がＡha で開発許可を受けた後、Ｂha の面積の縮少及びＣha の面積の

増加に伴い設計変更をする場合 

（当初）     

             （変更） 

 

 

 

 

     〈 （Ａ－Ｂ）ha に対する規定額×１／１０又は３．５／１０  

＋ （Ｃha に対する規定額） 〉 

   例８ 開発区域で工区分けをしている開発許可について、１工区工事完了の公告後で、 

２工区のみ変更を行う場合 

 

 

Ａ ha Ｂ ha  

Ｃ ha 

１工区       ２工区 
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         （２工区の区域に変更がなく設計変更を行うとき） 

          ２工区の面積の規定額 × １／１０又は３．５／１０ 

 

         （２工区の区域の減少に伴い設計変更を行うとき） 

          ２工区の減少後の面積に応じる規定額 × １／１０又は３．５／１０ 

  

（３）市街化調整区域内等における建築物の制限に係る特例許可申請手数料（法第４１条第２項た

だし書き関連） 

１件につき ４６，０００円 

 

（４）予定建築物等以外の建築等許可申請手数料（法第４２条第１項ただし書き関連） 

１件につき ２６，０００円 

 

（５）開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料（法第４３条

関連）                   （1 件につき） 

敷地の面積 金額 

０．１ha 未満 ６，９００円  

０．１ha 以上 ０．３ha 未満 １８，０００円  

０．３ha 以上 ０．６ha 未満 ３９，０００円  

０．６ha 以上 １．０ha 未満 ６９，０００円  

１．０ha 以上 ９７，０００円  

 

（６）地位の承継の承認申請手数料（法第４５条関連）        （1 件につき） 

ア．自己居住用又は、１ha 未満の自己業務用 １，７００円  

イ．１ha 以上の自己業務用 ２，７００円  

ウ．ア・イ以外の開発 １７，０００円  

  

（７）都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明手数料（省令第６０条関連） 

１件につき  ４，０００円 

 

（８）優良宅地造成認定申請手数料  

①  租税特別措置法第２８条の４第３項第５号イ、第３１条の２第２項第１４号ハ、第６２条

の３第４項第１４号ハ又は、第６３条第３項第５号イに該当するもの 
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（1 件につき） 

認 定 面 積 手 数 料 

０．１ha 以上  ０．３ha 未満 １３０，０００円  

０．３ha 以上  ０．６ha 未満 １９０，０００円  

０．６ha 以上  １．０ha 未満 ２６０，０００円  

１．０ha 以上  ３．０ha 未満 ３９０，０００円  

３．０ha 以上  ６．０ha 未満 ５１０，０００円  

６．０ha 以上 １０．０ha 未満 ６６０，０００円  

１０．０ha 以上 ８７０，０００円  

②  租税特別措置法第２８条の４第３項第７号イ又は、第６３条第３項第７号イに該当するもの 

１件につき ８６，０００円 

 

（９）開発登録簿の写しの交付手数料 

調書 １通につき   ４７０円 

図面 用紙１枚につき ９４０円 

 

２ 宅地造成に関する工事の許可申請手数料（令和６年４月１日現在） 

（１）宅地造成に関する工事の許可申請手数料          （１件につき） 

切土又は盛土をする土地の面積 許可手数料 
５００㎡以下のとき １２，０００円 
５００㎡を超え  １,０００㎡以下のとき ２１，０００円 

１,０００㎡を超え  ２,０００㎡以下のとき ３１，０００円 
２,０００㎡を超え    ５,０００㎡以下のとき ４７，０００円 
５,０００㎡を超え  １０,０００㎡以下のとき ６７，０００円 

１０,０００㎡を超え  ２０,０００㎡以下のとき １１０，０００円 
２０,０００㎡を超え  ４０,０００㎡以下のとき １７０，０００円 
４０,０００㎡を超え  ７０,０００㎡以下のとき ２５０，０００円 
７０,０００㎡を超え１００,０００㎡以下のとき ３４０，０００円 

１００,０００㎡を超えるとき ４２０，０００円 
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 （２）宅地造成に関する工事の変更許可申請手数料（１件につき） 
 ア、イ、ウの合計額（限度額４２０，０００円） 
 

ア．宅地造成に係る変更設計（イのみに該当する場合を除く） 

(1) 切土又は盛土をする土地の面積に変更がない場合 

           ・・・区域面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

 

  (2) 切土又は盛土をする土地へ新たに土地を編入する場合 

・・・変更前の面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

 

 (3) 切土又は盛土をする土地を縮小する場合 

・・・縮小後の面積に応じ、前項の金額の１０分の１ 

イ．新たに切土又は盛土をする土地の編入 

  編入面積に応じ、前項に規定する額 

ウ．その他の変更         １０，０００円 

 
 


